
＜物  件＞

1 物件名称 一時保護所備品（湿温蔵庫・軟水器）

2
品質・形状・寸法

又は型式

別紙各特記仕様書の内容を満たすもの。

各特記仕様書に基づき、参考物品として指定した機種以外の物品を納品しよう
とするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書
を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得るこ
と。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。
*当該物品の製造(販売)元及び品番
*当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)

3
グリーン物品

の指定
指定しない

4
 数　　　　量

（単価契約の場合
は予定数量）

各１台

5 納入期限
令和４年10月８日
（設置等について、令和４年10月８日に行うこと）

6 納入場所 横須賀市児童相談所(横須賀市小川町16番地)

7 特記事項

・納入場所までの輸送費、撤去・据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可
能になるまでの一切の費用を含むこと。
・機器についての取り扱い説明を十分に行うこと。
・市担当者と十分な協議を行うこと。
・既存品の湿温蔵庫、軟水器各１台を引き取ること。
※入札前に納入場所の現地確認を希望する場合は、事前に下記の担当まで
連絡し、日程調整を行うこと。

8 契約方法 総価契約

9 支払方法 納入後、一括払い

10 その他事項 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11 連　絡　先 こども家庭支援センター　児童相談課　石井　046－820－2323

　上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物
品を選定し、納品すること。
　方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。

 

グリーン物品

指示事項

一時保護所備品（湿温蔵庫・軟水器）仕様書



(税抜き）

№ 物件名
品質・形状・寸法

又は型式

グリーン物
品指定の有

無
単位 数　量 単　価（円） 金　　額(円）

1 湿温蔵庫
別紙特記仕様書の
とおり

無 台 1

2 軟水器
別紙特記仕様書の
とおり

無 台 1
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※単価、金額欄は、契約者が記入する。

購入物件内訳書



１　品質・形状・寸法等

(株)マルゼンMEHX-067GSC（参考物品）の性能に準じた以下に示した仕様を満たすもの。

外形寸法 W600mm×D750mm×H1800mm　（左記以内）

庫内寸法 W475mm×D670mm×H1215mm　（左記以内）

庫内棚段数 6段

庫内ヒーター(kW) 2.1

加湿ヒーター(kW) 0.9

ファンモーター(kW) 0.2

定格電源
(50/60Hz)

三相200V

消費電力
(kW)(50/60Hz)

3.2

必要手元開閉器
容量

15A

電源コード 2m 2mm2―4芯直結

加湿器給水口(A) 15A

排水口(A) 25A

重量 (kg) 145kg　（左記以内）

付属品 減圧逆止弁・固定金具

　上記性能と同等、若しくは類似する機種であれば可

２　注意事項

（１）設置に際しては、指定場所に水平垂直方向に気を付けて設置し、本体は耐震器具で強固に固定すること。

（２）児童相談課と連絡を密にとり、納入日程を調整すること。

（３）納入時または納入後に施設側の関係者立ち合いのもとに使用上の注意点等について必要事項の説明を行うこと。

（４）搬入前に搬入経路を確認し、床などに損傷、破損の恐れがある場合は、適切な養生を行うこと。

（５）納入の際に出る養生材、梱包材等の不用品物品はすべて持ち帰り、適正に処分すること。

（６）納入時に寸法、消費電力、プラグの形状等が明記された取扱説明書等を提出すること。

（７）電源の接続は納入業者が行うこと。

（８）上記（１）～（７）の費用は本体価格に含まれる。

湿温蔵庫　特記仕様書



１　品質・形状・寸法等

クリタック（株）RS-10LN（参考物品）の性能に準じた以下に示した仕様を満たすもの。

分類 I形

ろ過流量 10L/min

ろ材 陽イオン交換樹脂、抗菌粒状活性炭、抗菌繊維状活性炭

採水量 3000L

配管接続口径 PF1/2

常用使用圧力 0.07～0.74MPa

耐圧試験 1.72Mpa

外形寸法 全長335×102×150

備考 採水量は原水硬度50ｐｐｍ（as cao3)の場合の理論値を示します。

　上記性能と同等、若しくは類似する機種であれば可

２　注意事項

（１）設置に際しては、指定場所に水平垂直方向に気を付けて設置し、本体は耐震器具で強固に固定すること。

（２）児童相談課と連絡を密にとり、納入日程を調整すること。

（３）納入時または納入後に施設側の関係者立ち合いのもとに使用上の注意点等について必要事項の説明を行うこと。

（４）搬入前に搬入経路を確認し、床などに損傷、破損の恐れがある場合は、適切な養生を行うこと。

（５）納入の際に出る養生材、梱包材等の不用品物品はすべて持ち帰り、適正に処分すること。

（６）納入時に寸法、消費電力、プラグの形状等が明記された取扱説明書等を提出すること。

（７）電源の接続は納入業者が行うこと。

（８）上記（１）～（７）の費用は本体価格に含まれる。

軟水器　特記仕様書


